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「障がいのある人もない人も共に暮らしやすいふくしまけん」の動画について 

 

 

 

 

対応 

この要領は、平成３１年４月に県が作成した「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい

ふくしまけん」の動画（１８分１９秒）を見ていただくとより理解を深めていただけます。

福島県の公式 YouTube にもアップしております。 

なお、参考動画での説明の順序は、この対応要領での掲載順と一部前後することがありま

す。
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